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自転車の利用と駐輪場所について 

 

 

日頃より本校の教育活動にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうござ

います。 

さて、以前からお伝えしているとおり、保護者会、個人面談等の際は徒歩で

のご来校をお願いしております。本校は児童数が多く、駐輪場所の確保が難し

いためです。また、歩行困難などの理由で自転車を利用なさる場合は、事前の

ご連絡も合わせてお願いしております。ご協力のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

なお、自転車でご来校の場合、駐輪場所は下記の通りになります。今、多く

の方が止めていらっしゃる場所は、児童の通路になっているため駐輪不可とな

っております。こちらについても、ご協力いただきますよう、お願いいたしま

す。 

 

 

記 

 

１ 駐輪可能 西門脇の駐輪場（○の場所） 

 

２ 駐輪不可 東門周辺、飼育小屋前、プール横 

    の門等、指定場所以外（×の場所） 

 

３ 対象 

・児童（３年生以上が放課後開放を利用の際） 

・保護者 

・施設開放利用者 

（ただし、学童のお迎えの際は東門外の黄色の

枠線内に一時的にお停めいただけます。） 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ 

高松小学校 副校長 ３９９９－３３７６ 
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